
常滑市乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について

（令和７年12月23日常滑市子ども・子育て会議：こども保育課）

• こどもが家庭とは異なる経験や家族以外の人と関わる機会が得られる。

• 専門的な知識や技術を持つ人との関わりにより、保護者がほっとできたり、孤立感、不安感の解消に
つながる。

• これまで接する機会の少なかったこどもや家庭と関わることで、保育者として有する専門性を地域の
こどもの育ちのためにより広く発揮できる。

• 利用状況を自治体が把握でき支援が必要な家庭の把握などにつながる。

制度の意義

１．制度の概要

○ 全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育
て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するた
め、月一定時間まで※の利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用で
きる新たな通園給付で、令和８年度から全自治体で実施
※令和８年度においては月10時間まで

○ 保育所等に通っていない０歳６か月から満３歳未満のこどもが対象
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（１）ニーズの見込み

⚫ 令和６年度に「第３期常滑市子ども・子育て支援事業計画」の策定のため、アン
ケート調査を実施

⚫ 調査結果から保育施設を利用していない割合を算出し、推計人口と掛け合わせた
数を未就園児とし、こども誰でも通園制度のニーズの見込みを算出

令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

０歳 11人/月 11人/月 11人/月 10人/月

１歳 12人/月 12人/月 12人/月 12人/月

２歳 10人/月 10人/月 10人/月 10人/月

計 33人/月 33人/月 33人/月 32人/月

（２）実施施設

施設名 対象年齢 備考

常滑市立瀬木保育園 ０歳児～２歳児

常滑市立三和西保育園 ０歳児 状況により対象年齢を拡大

２．本市の実施内容（案）
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（３）利用時間、利用料等

項目 内容

利用時間の上限 こども１人あたり 月10時間 （国の基準）

１回あたりの利用時間 8：30～11：00（2.5時間/回） ※月４回まで

給食の提供 無し

保育体制

 保育園に入所している園児と合同で実施
 曜日別に受入れ対象年齢を設定

利用料 ※国の詳細が示され次第決定

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

瀬木 ２歳児 ０歳児 １歳児

三和西 ー ー ー ー ０歳児

（４）利用の流れ

市へ申請

利用者

市による決定

市

事前面談予約

利用者

事前面談

利用者・施設

施設の利用

利用者・施設
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（６）スケジュール（予定）

令和７年11月26日 市議会協議会

令和７年12月 12月議会（条例案の上程）

令和８年１月 制度の周知（広報、ホームページ、SNS、アプリお知らせ配信）

令和８年２月 ４月利用の申請受付開始

令和８年３月 ４月利用者と実施施設との事前面談

令和８年４月 制度開始

（５）関連条例の制定

児童福祉法に規定された「乳児等通園支援事業」、子ども・子育て支援法に規定される「乳児等の
ための支援給付」に関する２つの条例を制定する。

条例名 根拠法令 内容

①常滑市乳児等通園支援事業の設備及
び運営に関する基準を定める条例

児童福祉法
職員配置や保育室等の面積など、施設・事業
者が目的にあった基準を満たしているか、市
が認可するために定めるもの。

②常滑市特定乳児等通園支援事業の運
営に関する基準を定める条例

子ども・子
育て支援法

給付対象施設・事業者として、利用定員や利
用乳幼児の適切な処遇の確保等の基準を満た
しているか、市が確認するために定めるもの。
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